
 

 

 

コメント 
優生保護法被害大阪高裁判決を受けて 

 

２０２２年２月２２日 

優生保護法に基づく不妊手術に関する国家賠償請求訴訟熊本弁護団 

 

本日、旧優生保護法に基づいてなされた優生手術等に対する国家賠償請求

訴訟において、大阪高等裁判所５民事部は、控訴した被害者に対して逆転勝

訴判決を下した。 

 

これまで、旧優生保護法に対する訴訟のうち、仙台、東京、大阪、札幌、

神戸の各地裁ですべて敗訴判決が続く中、これまで大きな障壁となってきた

除斥期間の適用を制限することで、国の免責を認めなかったことは、全国の

被害者にも大きな希望を与える画期的な判決と言える。 

 

特に、大阪高裁は、本件の権利侵害について、「身体的機能に対する侵襲に

よるもののみに限定されるものではなく、旧優生保護法の下、一方的に「不

良」との認定がされたに等しく、非人道的かつ差別的な烙印を押されたとも

いうべき状態に置かれ、個人の尊厳が著しく損なわれたことも、違法な立法

行為による権利侵害の一部を構成する」として権利侵害が長年にわたって継

続していたことを認めたことは、障害者が長年にわたって社会的に抑圧され

てきた実態を正面から認めるもので、高く評価すべき点であると考える。 

 

他面、その社会的抑圧のもとに置かれた状態は、優生保護法が差別に当た

るとして母体保護法に改正されるまでのことで、その施行日以降はその違法

状態は解消され、違法行為は終了したとしている。 

しかし、優生施策がもたらした障害者に対する差別や偏見が長年にわたっ

て社会に根深く浸透しているなかで、法改正のみで、このような社会的な状

況がなくなるはずはない。本来であれば、国の責任でこのような状況をなく

すための措置を講じなければならないところであるにもかかわらず、国はこ

れを解消するため措置を講ずることもなく放置してきたことからみても、上

記の違法行為が法改正によって終了したと判断するのは、事実誤認と言うほ

かない。 



 

 

 

しかも、判決は、国がこれを解消するため措置を講ずることもなく、放置

してきた責任については違法性を否定しているが、判決自身が認めた本件権

利侵害の重大性からみて、国の不作為を免責した点は、全く理解に苦しむと

ころである。 

 

また、こうした旧優生保護法下では極めて深刻な人権侵害が継続していた

が、母体保護法に改正された後は人権侵害が終了したという判断の大枠のも

とでは、除斥期間はその違法行為終了時点から基本的には進行するが、訴訟

提起の前提となる情報や相談機会へのアクセスを著しく困難する事由がある

場合には、解消されてから 6か月を経過するまでの間、除斥期間の適用が制

限されるものと解するのが相当であるとして、解消されて６ヶ月以内かどう

かを個別の事情をもとに判断を行っている。 

 

本件では、こうした判断によって結果的には賠償が認められることになっ

た。しかし、提訴自体が遅くなった他の地裁での原告らに、この判断枠組み

を適用した場合に、これからこぼれ落ちる可能性を有する点がこの判決の持

つ大きな課題と言わざるを得ない。 

 

以 上 


